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１ はじめに 

平成 24 年 5 月の家畜伝染病予防法第 5 条検

査（以下、法 5 条検査）で 8 頭のヨーネ病患

畜が摘発され、その後も継続して多頭数が摘

発された管内の大規模肉用牛農場について、

初発生から 7 年間にわたる清浄化（カテゴリ

ーⅠ農場への復帰）への取組概要を報告する。 

 

２ 青森県のヨーネ病検査体制と発生状況 

 本県のヨーネ病防疫対策は、平成 11 年度か

ら法 5 条に基づく検査対象として本格的に実

施され、20 年が経過した。その間の検査体制

は表１に示すとおり、肉用牛・乳用牛を 2 年

から 5 年の間隔で検査していたが、平成 25 年

度から再び、肉用牛を 2 年に 1 回検査する体

制へと強化した。   

 

表１ 青森県におけるヨーネ病の検査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内におけるヨーネ病の発生状況を図１に

示した。折れ線グラフは管内の発生頭数を示

している。本県では肉用牛での発生が多く、

平成 14 年度以降、22 年度まではおおむね順調

に減少していたが、23 年度以降は増加傾向に

転じ、これを受け 25 年度から 2 年に 1 回の検

査体制へ移行したことにより、現在は減少傾

向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 県内のヨーネ病発生状況 

 

３ 管内の大規模農場におけるヨーネ病の発生 

このようにヨーネ病の防疫対策を進めてい

く中で、平成 24 年 5 月、肉用牛（繁殖用）の

法 5 条検査を実施したところ、管内の大規模

肉用牛農場において 1 歳から 8 歳の雌牛 8 頭

が ELISA 検査により患畜として摘発された。 
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当該発生農場の概要を図２に示した。黒毛

和種・日本短角種ともに繁殖から肥育までを

行う一貫経営農場であり、飼養形態はフリー

バーン及びパドックであった。日本短角種の

み夏は放牧されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 農場の概要（Ｈ24 年 発生時） 

 

本県ではヨーネ病が発生した場合、図３に

示した流れで検査を進めることが県の対策要

領等で定められており、横矢印は検査陰性、

下矢印は検査陽性を示している。 

患畜が 1 頭のみでかつ臨床症状を呈してい

ない場合は、最短 1 年で清浄農場となるが、

発症牛が出た場合や、今回のように複数頭ま

たは複数回の発生となった場合は、図内で示

す「発生②」となり、清浄農場となるまで最

短でも 3年はかかることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本県におけるヨーネ病発生時の流れ 

図３の検査フローに従い、ヨーネ病発生後

患畜確認時検査を実施したところ、図４に示

すように糞便培養検査において繁殖牛 200 頭

中新たに 8 頭が陽性となり、患畜となった。

そのため 9 月に再び検査を実施したところ、

ELISA 検査では全頭陰性であったものの、糞便

培養検査では再び 1 頭の糞便からヨーネ菌が

確認され患畜となった。 

 

 

 

 

 

 

図４ 患畜確認時検査等の結果 

 

相次いで患畜が摘発されたことから、当所

では農場の経営者や従業員らと頻繁に打合せ

を行うとともに、県庁畜産課等も交えた会議

も開催し、その中で今後の対応策等について

話し合いを重ねた。 

 

４ 清浄化に向けた主な対策 

（１）検査間隔の短縮 

 早期清浄化を目指すことを第一に考え、ま

ん延防止のための検査の間隔を通常より短縮

することとし、平成 24 年の 12 月から 26 年の

9 月までは 3 か月間隔で検査を行うこととした

（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 検査間隔の短縮 



（２）積極的な自主とう汰 

最も重要な対策として、積極的な自主とう

汰を進めた。平成 24 年の 10 月から 11 月にか

けて繁殖牛全頭（191 頭）のリアルタイム PCR

検査を実施し、ヨーネ菌遺伝子が検出された 3

頭を速やかに自主とう汰した。 

なお、リアルタイム PCR 検査については、

平成 25 年 3 月までは 「患畜の確定」のため

の検査とはなっていなかったため、現在と異

なり自主とう汰の推進に活用されていた。 

その他にも、直子など患畜と疫学関連の高

い牛や、平成 25 年 4 月以降からはまん延防止

検査においてリアルタイム PCR 定性陽性とな

った牛等も、積極的に自主とう汰を行った。 

表２ 自主とう汰実施牛（計 49 頭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように自主とう汰を進めた結果、表２

に示すとおり、平成 30 年までのとう汰頭数は

49 頭となった。検査間隔を短縮し回数が増え

たことで、遺伝子検査における定性陽性牛等

も数多く摘発され、そのほとんどが国の事業

を活用して自主とう汰された。 

 

（３）移動子牛の検査 

農場で生まれた子牛は将来の発生リスクが

高いことから、後継牛とせず全て肥育するこ

ととした。 

移動させる子牛が定期的に数頭～十数頭い

たため、それら子牛については、その都度、

血液抗体検査で陰性を確認してから肥育セン

ター等に移動する体制とした。 

 

（４）繁殖雌牛候補牛の確保 

当該農場の大きな課題として、発生後の殺

処分や自主とう汰、自家産子牛の肥育方針等

により繁殖雌牛の不足が危惧された。 

しかし経営上、導入を増やすのは困難な状

況であったため、後継牛として自家産子牛を

数頭保留したが、その後、その中の一部の牛

から遺伝子検査定性陽性となるものも現れた

ため、最終的には繁殖候補牛はすべて外部導

入牛のみとし、既存の牛群とは隔離して専用

牛舎で飼育することとした。 

 

（５）牛舎の再編 

平成 24 年の初発生とその次の 2 回目の発生、

計 16 頭の患畜が摘発された牛舎は図６のよう

な配置となっていた。発生を受け、3 頭の摘発

があった牛舎とその隣の空き牛舎を、患畜や

PCR 定性陽性牛等のとう汰予定牛を隔離するた

めの隔離牛舎とした。さらに、経営上及び防

疫上の対策として、肥育部門を別の農場に移

し、これにより空いた牛舎を外部導入牛の専

用牛舎とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 農場の模式図（H24患畜摘発牛舎） 



（６）衛生管理の見直し 

衛生管理体制の見直しを図７に示した。ま

ず導入牛専用牛舎には専用の長靴を設置する

とともに、農場内の主要な通路には定期的に

従業員が消石灰散布を行った。さらに、農場

入口近くの空き施設に外来者専用の長靴を設

置し、動線を一方通行とし、家保職員も毎回

この中で農場専用の長靴に履き替えてから入

場するようにした。 

他にも、各牛舎への踏込消毒槽の設置や牛

舎内の消石灰散布、重機を使った後の水洗・

消毒等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 農場の模式図（衛生管理の見直し） 

 

図８は畜舎消毒（石灰乳塗布）の様子であ

る。牛舎の数が多く非常に大きい牛舎も複数

あったため消毒は非常に大変な作業となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 畜舎消毒の様子 

５ 検査頭数と最終摘発頭数 

この 7 年間における検査頭数と最終摘発頭

数を図９に示した。 

まん延防止検査や移動牛検査等のすべての

検査を合わせると、実施した延べ頭数は 5,017

頭にのぼり、患畜摘発頭数は最終的に計 32 頭

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 検査頭数と最終摘発頭数 

 

６ 患畜摘発頭数の推移 

初発生から清浄化までの患畜摘発頭数の推

移を図 10に示した。 

初めの 2 年間は毎検査ごとに患畜が摘発さ

れていたが、その後 2 年間発生はなく、28 年

4 月に再び患畜が 1 頭摘発された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 患畜摘発頭数の推移 

 



引き続きまん延防止検査を継続的に実施し、

結果はすべて陰性となったことから、令和元

年 5 月に「県のヨーネ病防疫対策要領」に基

づく清浄化を達成することができた。 

 

７ まとめ 

 今回、飼養頭数が約 700 頭の大規模肉用牛

農場においてヨーネ病清浄化の取り組みを継

続するにあたり、本病が大規模農場へ侵入し

た場合の感染拡大の現実や、多頭数に発生し

た場合の清浄化の困難さ、そして飼養管理の

難しさと経営の維持等の大きな課題に直面し

た。 

そのような中で、第一に検査頻度を高め、

感染牛の摘発を早期に行うこと、そして検査

成績に基づき積極的な自主とう汰を実践した

ことが、改めて清浄化に向け最も重要な対策

であったと考える。 

また、そのほかにも導入牛を隔離飼育・繁

殖候補としたことや、飼養衛生管理の見直し、

消毒の徹底等の基本に忠実な対策に取り組ん

だ結果、清浄化を実現することができた。 

この経験を教訓とし、今後も地域全体のヨ

ーネ病発生予防と清浄性維持に努め尽力して

いきたい。 


